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１ 趣旨 

美里中学校の屋内運動場棟（アリーナ、武道場、軽運動場）に空調設備を整備し、災害時の避難

所機能の強化、夏場の猛暑時等の教育活動の継続等を可能とすることにより、学校及び住民等に

とって、より機能的かつ効果的で充実した施設にするものである。発注に当たっては、民間の企

画・提案力、技術力、実施体制、実績等の活用及び工期の短縮を図るため、設計と施工を一体的に

発注する「設計施工一括方式（デザインビルド方式）」を採用し、受注者選定は、公募型プロポー

ザル方式（以下「プロポーザル」という。）により選定するものであり、以下に必要な事項を定め

る。 

 

２ 工事概要 

（１）工事名 

令和７年度美里中学校屋内運動場棟空調設備整備工事【繰越明許】（以下「本工事」という。） 

（２）工事場所 

  遠田郡美里町字新峯山８番地１地内 

（３）工事内容 

令和７年度美里中学校屋内運動場棟空調設備整備工事【繰越明許】仕様書（以下「仕様書」とい

う。）のとおりとする。 

（４）履行期間 

契約締結日から令和９年３月３１日までとする。 

（５）提案限度額（消費税及び地方消費税を含む） 

１１０，０００，０００円 

 

３ 参加資格要件 

本プロポーザルに参加できる者は、単独企業又は複数企業の構成員で構成される共同企業体のいず

れかであって、次に掲げる事項を全て満たす者とする。 

（１）設計・工事監理及び工事を担う企業に共通する参加資格要件 

ア 美里町競争入札参加資格者名簿に登録されていること。ただし、登録されていない場合で

あっても、参加意思表明書提出の際に、８（１）６～１０に定める書類又はその写しを提出

し、承認を受けた場合は本項を満たしたものとする。 

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当しない

こと。 

ウ 参加表明書の提出期限から優先交渉者の特定の日まで、美里町建設工事等入札参加業者指

名停止要領（平成１８年美里町訓令第５９号）による指名停止を美里町から受けていないこ

と。 

エ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てをしている者

（更生手続開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５

号）に基づく再生手続開始の申立てをしている者（再生手続開始の決定を受けている者を除
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く。）又は破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立てをしている者

でないこと。 

オ 法人等の代表者が破産者、法律行為を行う能力を有しないもの又は禁固刑以上の刑（執行

猶予を含む。）に処せられている者でないこと。 

カ 国税及び地方税を滞納していないこと。 

キ 法人等の役員又は経営に事実上参加している者に、暴力団員による不当な行為の防止等に

関する法律（平成３年法律第７７号）第２条各号に掲げる暴力団関係者又は暴力団関係者と

密接な関係を有する者がいないこと。 

ク 宮城県内に本社または支店、営業所を有している者であること。 

 

４ 共同企業体で参加する場合の留意点 

共同企業体で参加する場合は、次の事項に留意すること。 

（１）構成員の数は、最大３社までとする。 

（２）構成員の中から代表者を選出するものとし、代表者は中心的役割を担う者で施工能力又は

遂行能力の大きい者とする。また、出資割合は、構成員のうち最大であるものとする。 

（３）共同企業体は、共同企業体協定書（任意様式）を作成し、協定書に基づき本工事を共同で

行うこと。 

（４）協定書は、企画提案書と一緒に提出し、記載された事項を構成員相互で遵守し本工事を適

正に履行すること。 

（５）１つの企業が同時に複数の共同企業体の構成員になることはできない。 

（６）単独企業として申込する企業が他の共同企業体の構成員になることはできない。 

（７）参加申込時点において、共同企業体の名称及び代表構成員は仮としての記載を可とする

が、共同企業体を構成する企業の変更は認めない。 

（８）契約候補者となった共同企業体は、当該請負契約履行後３か月を経過するまでの間は解散

することができないものとする。ただし、当該期間満了後、本工事につき契約不適合責任が

ある場合は、各構成員は連帯してその責めを負うものとする。 

なお、本工事に係る契約候補者とならなかった共同企業体は、当該請負契約が締結された

日に解散するものとする。 

 

５ 配布資料 

別添「令和７年度美里中学校屋内運動場棟空調設備整備工事【繰越明許】提出書類様式」を参照

すること。 

 

 

 

 

 

 



 

3 

６ 日程表 

項目 日程 

１ 公募開始 令和８年４月２７日（月）から 

２ 資料（図面）の閲覧期間 
令和８年４月２７日（月）から 

令和８年５月１３日（水）まで 

３ 対象施設の現地確認期間 
令和８年５月１１日（月）から 

令和８年５月１３日（水）まで 

４ 質問の受付 
令和８年４月２７日（月）から 

令和８年５月２０日（水）まで 

５ 質問の回答 令和８年５月２５日（月） 

６ 参加表明書類の提出期限 令和８年６月１日（月）まで 

７ 参加資格確認結果通知 令和８年６月４日（木） 

８ 企画提案書類の提出期限 令和８年６月１２日（金）１７時１５分まで（必着） 

９ プレゼンテーション審査 令和８年６月１７日（水）（予定） 

１０ 審査結果通知・公表 令和８年６月１９日（金）（予定） 

１１ 仮契約締結 令和８年６月下旬（予定） 

１２ 本契約（議会の議決） 令和８年７月上旬～７月中旬（予定） 

※３に示す対象施設の現地確認を希望する者は、令和８年５月１日（金）までに、美里町教育委員会教

育総務課にメールで連絡することとし、日時等は、教育総務課で調整し希望者に連絡する。 

なお、現地確認での質問については、一切受け付けしないものとする。 

 

７ 質問の受付及び回答 

（１）質問の受付 

本プロポーザルに関する質問は、質問書（様式第２号）を電子メールに添付し、以下の提

出先アドレスに送付すること。電話、口頭等による質問の個別対応は行わない。 

提出先アドレス：kyoiku@town.misato.miyagi.jp 

なお、電子メールの件名は「美里中学校屋内運動場棟空調設備整備工事 質問書」とするこ

と。 

（２）質問に対する回答 

   質問書に対する回答は、回答書（様式第３号）を作成し、町ホームページに公表する。 

なお、優先交渉権者の選定に公平を保てない質問については、回答しないことがある。ま

た、質問に対する再質問は受け付けしないものとする。 
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８ 参加表明書類の提出 

（１）提出書類 

 提出書類 様式番号 
提出 

部数 
備考 

１ 企画提案参加表明書 様式第１号 １部  

２ 共同企業体構成表 様式第４号 １部 
共同企業体で参加を希望する者のみ提出す

ること。 

３ 会社概要書 様式第５号 １部  

４ 履行実績一覧表 様式第６号 １部  

５ 配置技術者調書 様式第７号 １部  

６ 

暴力団又は暴力団員等

と関係していない旨の

誓約書 

様式第８号 １部  

７ 
履行事項全部証明書

（発行後３か月以内） 
- １部  

８ 
直近年度の納税証明書

（発行後３か月以内） 
- １部 

・法人税、消費税及び地方消費税に係る納税

証明書 

・本店所在地の都道府県民税の納税証明書

又は未納がないことを証明する納税証明

書 

・本町内に支店又は事務所が所在する場合

は、本町税に未納がないことを証明する証

明書 

９ 
直近年度の決算書 ※

写し可 
- １部 貸借対照表及び損益計算書 

１０ 
その他、競争入札参加

資格審査に必要な書類 
 １部 

・詳細は、本町ホームページを参照すること 

https://www.town.misato.miyagi.jp/19kei

yaku/191shinsei/2025-1119-1612-3.html 

※６から１０までは、美里町競争入札参加資格者名簿に登録されていない者のみが提出すること。 

（２）提出期限 

    令和８年６月１日（月）まで 

（３）提出先 

    美里町教育総務課 

（４）提出方法 

 郵送又は持参（郵送の場合は、書留郵便で送付すること。持参の場合は、提出期限日までの庁

舎開庁日において、８時３０分から１７時１５分まで（ただし、１２時から１３時までを除

く。）に持参すること。） 
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９ 参加資格確認結果の通知 

（１）通知予定日 

    令和８年６月４日（木） 

（２）通知方法 

    郵送 

 

１０ 企画提案書類の提出 

（１）提出書類 

 提出書類 様式番号 提出部数 備考 

１ 提案書提出届 様式第１０号 紙 １部  

２ 提案書 任意様式 

紙 １０部  

電子デ

ータ 
１枚  

３ 見積書 任意様式 紙 １部  

４ 共同企業体協定書 任意様式 紙 １部  

※審査等に要するため、提出書類を複製する場合がある。 

（２）提出書類の提出期限 

令和８年６月１２日（金）まで（１７時１５分必着） 

（３）提出先 

美里町教育総務課 

（４）提出方法 

ア 提出書類等については、郵送又は持参にて提出すること（郵送の場合は書留郵便で送付す

ること。持参の場合は提出期限日までの庁舎開庁日において、８時３０分から１７時１５分

まで（ただし、１２時から１３時までを除く。）持参すること。） 

イ 電子データは、ＰＤＦファイルの形式を用いることとし、ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒの電子

記録媒体で提出すること。 

 

１１ 提案書の作成 

提案書は、下記の事項に基づいて作成すること。 

（１）本プロポーザルに係る提案書の作成費用は、提案者の負担とする。 

（２）提案書の用紙サイズは、Ａ４（日本産業規格・縦横不問）カラー、表紙・目次を除き２０

ページ以内とし、原則として両面で作成すること。 

（３）文字フォントは、図表や画像を除き１０．５ポイント以上とする。様式や装丁は、指定し

ない。 

（４）提案書は、文章のほか図表等を用いて簡潔かつ明瞭に記述すること。 

（５）企画提案の内容は、「企画提案要請書」、「仕様書」及び「美里中学校屋内運動場棟空調

設備整備工事 公募型プロポーザル評価項目及び評価基準」の内容を十分に踏まえ、実施可

能な内容を前提に記載すること。 
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（６）提案書の構成は、次のとおりとすること。 

１ 実施方針 

２ 提案内容 

（１）経済性・運用性 

    ①コスト（ライフサイクルコスト）の低減に関する提案 

    ②維持管理及び運用の容易性に関する提案 

 （２）公共性・施設性能 

    ①災害時における避難所機能の確保に関する提案 

    ②教育環境の向上に関する提案 

（３）実現性・技術力 

    ①施工時の安全性及び学校運営への配慮に関する提案 

②環境負荷低減に関する提案 

（７）提出された提案書は、審査の結果に関わらず一切返却しない。 

（８）提出された提案書は、他の提案者に提供しない。 

（９）提出された提案書は、提案者の承諾なしに他に利用しない。 

 

１２ プレゼンテーションの実施 

（１）開催日及び場所 

ア 開催日  令和８年６月１７日（水）予定 

イ 開催場所 美里町役場本庁舎内 

※ それぞれの提案者のプレゼンテーションの開始時刻及び終了時刻は、令和８年６月１５ 

日（月）までにＦＡＸ又は電子メールで通知する。 

なお、指定されたプレゼンテーション開始時刻に遅れた場合でも終了時刻の延長は行わ

ない。 

（２）企画提案の所要時間（予定３０分） 

ア プレゼンテーション ２０分程度 

イ 質疑   １０分程度 

（３）説明員 

    プレゼンテーションに要する説明員は、５人までとする。 

（４）実施形態 

    プレゼンテーションは、提案者ごとに行い、非公開とする。 

（５）注意事項 

ア プロジェクター（パソコン出力は、ＨＤＭＩ端子のみ可）、電源は、本町が用意する。そ

の他、必要なものがある場合は、提案者が用意すること。 

イ プレゼンテーション時には、本町にて提出された提案書を評価委員に配布している。 

ウ 提案書とは別にプレゼンテーション時に使用する資料（スクリーン投影資料含む。）の追

加や修正は、認めない。 
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１３ 審査、評価、選定等 

（１）審査・評価 

提案の審査・評価は、「美里中学校屋内運動場棟空調設備整備工事に係るプロポーザル評

価委員会」において行う。 

なお、参加者多数の場合は、事務局にて参加表明書類を基に事前審査を行う。事前審査結

果は、参加資格確認結果に合わせて通知する。 

（２）基準 

    別に定める「美里中学校屋内運動場棟空調設備整備工事 公募型プロポーザル評価項目及   

び評価基準」に基づき、評価を行う。 

（３）選定 

ア 提案の評価結果に基づき、評価点が最も優れている提案者を第１優先交渉者、次に高い評

価点の者を第２優先交渉者として選定する。 

なお、提案が１者のみの場合にあっても審査を実施し、その提案内容の評価点が評価基準

に基づく合計点の６割以上である場合は、その提案者を第１優先交渉者として選定する。 

イ 合計点数が最も高い者が２者以上の場合は、見積金額の低い者を優先交渉者とする。 

なお、見積金額が同額の場合は、くじ引きにより優先交渉者を決定する。 

（４）通知 

    全ての提案者に業者選定結果通知書（様式第１１号）により通知する。 

（５）選定結果の公表 

    選定結果は、令和８年６月１９日（金）までに、本町のホームページで公表する。 

なお、プロポーザルに参加した他の提案者の情報、選定結果及び評価点は公開しない。 

 

１４ 請負契約について 

（１）優先交渉者 

第１優先交渉者と契約協議を行い、詳細な工事内容等の確認その他の受託条件について合意

に達した後に請負契約を締結する。ただし、第１優先交渉者と本町との間で契約協議が整わな

かった場合、第２優先交渉者と契約交渉を行うものとし、第２優先交渉者としての権利の有効

期間は、第１優先交渉者と本工事に関する契約が締結されるまでとする。 

（２）契約内容の協議 

提案に基づき、請負契約の内容について協議、調整等を行った上で請負契約を締結する。そ 

の際、協議等の結果に基づき、提案内容の一部を変更する場合がある。 

（３）見積書の提出 

契約に係る協議及び調整が整ったときには、改めて見積書の提出を求め、本町で定めた予定

価格の範囲内で契約を締結する。 

 

１５ 提案資格の喪失等 

（１）次の各号のいずれかに該当するときは、その提案を無効とする。 

ア 提出期限を過ぎて書類が提出された場合 
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イ 提出書類に虚偽の記載があった場合 

ウ 本要請書及び仕様書に従っていないと認められる場合 

（２）次に掲げるいずれかに該当するときは、提出資格を喪失するとともにすでに提出された提

案書は無効とする。 

ア 審査日までに、美里町財務規則第８８条に規定する入札参加者の資格を喪失した場合 

イ 審査日までに、本プロポーザルの参加に必要な資格を欠くこととなった場合 

ウ 他の提案者と応募提案の内容又はその意思について相談を行った場合 

エ 優先交渉者選定までの間に、他の提案者に対して提案書の内容を意図的に開示した場合 

オ その他、優先交渉者の選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行った場合 

カ 複数の企画提案書を提出した場合 

キ その他町長が本プロポーザルに参加させることが不適当であると認めたとき 

 

１６ その他留意事項 

（１）提案書の言語は、日本語を用いること。また、用いる金額の表記は円とする。 

（２）提出期限後の提出書類の変更、差替え又は再提出は、認めない。 

なお、本町から問合せや追加資料等の提出を求められた場合には、速やかに対応するこ

と。提出書類は、いかなる理由があっても返却しない。 

（３）提出書類は、「美里町情報公開条例」に基づき情報公開の対象とし、法人に関する情報

（いわゆる企業秘密等）については、「美里町情報公開条例」の規定等に基づき非公開とす

るとともに、本町が保有する情報のみで正当な利益を害するか否かの判断が困難な場合は、

当該法人等の意見を聴取するなど慎重かつ公正に判断するものとする。 

（４）提出書類の内容に含まれる著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の

法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている手法を用いた結果生じる事象に

係る責任は、全て提案者が負うものとする。 

（５）審査に係る問合せには応じない。また、審査に対する異議を申し立てることはできない。 

（６）本プロポーザルについて、緊急等やむを得ない理由により実施することができないと認め

られる場合は、本プロポーザルを中止し、又は取り消すことがある。この場合において、本

プロポーザルに要した費用を本町に請求することはできない。 

（７）企画提案参加表明書の提出後に辞退する場合は、令和８年６月１２日（金）１７時１５分

までに、提案書辞退届（様式第９号）を教育総務課に提出すること。 

 

１７ 工事担当・各種書類等の提出先 

美里町教育委員会 教育総務課 

住所・連絡先 

〒９８９－４２０５ 宮城県遠田郡美里町木間塚字中央１番地 

 電話番号 ：０２２９－５８－０５００ 

ＦＡＸ番号 ：０２２９－５８－２３７６ 

電子メール ：kyoiku@town.misato.miyagi.jp 


